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議案等の送付について 

第33回久慈市議会臨時会議に提出する次の議案等を別添のとおり送付します。 

記 

議案第１号 令和５年度久慈市一般会計補正予算（第２号） 総 務 部 

報告第１号 市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告

について 

総 務 部 

報告第２号 市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事の請負変更契約の締

結に関する専決処分の報告について 

建 設 部 

 





















報告第１号 

市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告について 

地方税法等の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分し

たから、同条第２項の規定により、報告する。 

令和５年４月26日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 







久慈市条例第16号 

市税条例の一部を改正する条例 

市税条例（平成18年久慈市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第47条中「第５号の15様式」の次に「又は第５号の15の２様式」を加え、「によっ

て」を「により」に改める。 

第49条第１項及び第５項中「第22号の４様式」の次に「又は第22号の４の２様式」

を加える。 

第51条第１項中「第22号の４様式」の次に「又は第22号の４の２様式」を加え、同

条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第93条第１項及び第５項並びに第96条第１項中「第34号の２の５様式」の次に「又

は第34号の２の５の２様式」を加える。 

第138条第３項ただし書中「20万円」を「22万円」に改める。 

第156条第１項中「20万円」を「22万円」に改め、同項第２号中「28万5,000円」を

「29万円」に改め、同項第３号中「52万円」を「53万5,000円」に改める。 

第156条の２中「第157条の２」を「第157条の２第１項」に改める。 

第157条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する

書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第19条第３項に規定するものをいう。）」

に改める。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第10条中「、第63条又は第64条」を「又は第63条」に、「、第63条若しくは第

64条」を「若しくは第63条」に改める。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第15項」を「附則第15条第14項」に改め、同

条第４項中「附則第15条第22項」を「附則第15条第21項」に改め、同条第５項中「附

則第15条第23項第１号」を「附則第15条第22項第１号」に改め、同条第６項中「附則

第15条第23項第２号」を「附則第15条第22項第２号」に改め、同条第７項中「附則第

15条第23項第３号」を「附則第15条第22項第３号」に改め、同条第８項中「附則第15

条第24項第１号」を「附則第15条第23項第１号」に改め、同条第９項中「附則第15条

第24項第２号」を「附則第15条第23項第２号」に改め、同条第10項中「附則第15条第

26項第１号イ」を「附則第15条第25項第１号イ」に改め、同条第11項中「附則第15条

第26項第１号ロ」を「附則第15条第25項第１号ロ」に改め、同条第12項中「附則第15



条第26項第１号ハ」を「附則第15条第25項第１号ハ」に改め、同条第13項中「附則第

15条第26項第１号ニ」を「附則第15条第25項第１号ニ」に改め、同条第14項中「附則

第15条第26項第２号イ」を「附則第15条第25項第２号イ」に改め、同条第15項中「附

則第15条第26項第２号ロ」を「附則第15条第25項第２号ロ」に改め、同条第16項中

「附則第15条第26項第２号ハ」を「附則第15条第25項第２号ハ」に改め、同条第17項

中「附則第15条第26項第３号イ」を「附則第15条第25項第３号イ」に改め、同条第18

項中「附則第15条第26項第３号ロ」を「附則第15条第25項第３号ロ」に改め、同条第

19項中「附則第15条第26項第３号ハ」を「附則第15条第25項第３号ハ」に改め、同条

第20項中「附則第15条第29項」を「附則第15条第28項」に改め、同条第21項中「附則

第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、同条第22項中「附則第15条第34項」

を「附則第15条第33項」に改め、同条第23項中「附則第15条第39項」を「附則第15条

第38項」に、「３分の２」を「、３分の２」に改め、同条第24項中「附則第15条第43

項」を「附則第15条第42項」に改め、同条第25項中「附則第15条第44項」を「附則第

15条第43項」に改め、同条中第27項を削り、同条に次の１項を加える。 

27 法附則第15条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１ 

とする。 

附則第10条の３中第12項を第13項とし、同条第11項中「附則第７条第13項」を「附

則第７条第17項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の１項を加え

る。 

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家

屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る

同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３



月以内に提出することができなかった理由 

附則第10条の４第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度分及び

令和６年度分」に改める。 

附則第10条の５第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度分及び

令和６年度分」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申

告等） 

第10条の６ 法附則第16条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日（第54

条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみなさ

れた者が当該仮換地等について法附則第16条の４第６項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の規定の適用を

受けようとする場合にあっては、１月31日）までに次に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者

が令附則第12条の６第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号から第５号ま

でに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３

項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第16条の４第１項に規定する被災住宅用地の上に令和２年度に係る賦課

期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の４第１項（同条第２項におい

て準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとする

土地を法第349条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として

使用することができない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第16条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税については、

第71条の２の規定は適用しない。 



３ 法附則第16条の４第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において「特

定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第４項に規

定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税

義務者」という。）の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出

書を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の４第３項に規定する被災区分所有家屋

の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地

納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第16条の４第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて

定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第16条の４第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地

等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分の

申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地

等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、

「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特

定被災共用土地に」とする。 

附則第15条の２を削る。 

附則第15条の２の２を附則第15条の２とする。 

附則第15条の６第３項を削る。 

附則第16条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和２年４月

１日から令和３年３月31日まで」を「令和４年４月１日から令和８年３月31日まで」

に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中「附則第30条第７項」

を「附則第30条第３項」に、「三輪以上のガソリン軽自動車」を「三輪以上の法第

446条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１



日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月31日」を「令和８年３月31日」

に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは

「2,000円」と、同号ア(ウ)ａ中「6,900円」とあるのは「3,500円」」に改め、同項

を同条第３項とし、同条第８項中「附則第30条第８項」を「附則第30条第４項」に改

め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、「令和５年３月31日」を「令和７年３月31日」に、「令和５年度分」を「、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を

「同条第２号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア（ウ）ａ中

「6,900円」とあるのは「5,200円」」に改め、同項を同条第４項とする。 

附則第16条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第17条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改める。 

附則第18条の４中「第156条第１項」を「第156条」に、「同項」を「同条第１項」

に改める。 

附則第18条の５、第19条、第21条から第25条まで、第27条、第30条及び第31条中

「第156条第１項の」を「第156条の」に改める。 

附則第35条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を

削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の条例（以下「新条例」と

いう。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、なお従前の例によ

る。 



２ 令和３年４月１日から令和５年３月31日までの期間（以下この項において「適用

期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附

則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）附

則第64条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）

が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規

定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業

者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）

に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内

に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内に

リース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年10月１日から令和３年12月31日までの間に取得されたこの条例によ

る改正前の市税条例附則第15条の２及び第15条の６第３項に規定する三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第16条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につ

いて適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例に

よる。 

（国民健康保険税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 



報告第１号参考資料 

   市税条例の一部を改正する条例に係る改正要旨 

第１ 個人市民税（令和５年４月１日施行） 

肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和９年

度まで延長する。(附則第８条関係) 

第２ 固定資産税（令和５年４月１日施行） 

  大規模な修繕等が行われたマンションに対する課税標準の特例について規定す

る。(附則第10条の２、附則第10条の３関係) 

第３ 軽自動車税（令和５年４月１日施行） 

   グリーン化特例について、現行の軽課の特例期限を３年間（25％軽減の対象に

ついては２年間）延長する。(附則第16条、附則第16条の２関係) 

第４ 国民健康保険税（令和５年４月１日施行） 

１ 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円から22万円に引き上げる。  

（第138条関係） 

２ 国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更。（第156条関 

係） 

(1) ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗

ずべき金額を28万5,000円から29万円に引き上げる。 

(2) ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗

ずべき金額を52万円から53万5,000円に引き上げる。 

第５ その他 

その他所要の規定の整備を行う。 



報告第２号 

市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事の請負変更契約の締結に関する専決処

分の報告について 

令和４年12月16日に議会の議決を経た市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事の請負

契約の締結に関し、その一部を次のとおり変更したため、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条第１項の規定に基づき専決処分したから、同条第２項の規定により、

報告する。 

１ 工事名 市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事 

２ 工事場所 久慈市中の橋地内 

３ 受注者 住所 久慈市新中の橋第４地割35番地の３ 

      氏名 宮城建設株式会社 

          代表取締役社長 菅 原 博 之 

４ 変更の内容 

項目 変更前 変更後 

契約金額 327,800,000円 330,056,100円 

令和５年４月26日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  
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